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議案第１号





伊勢市景観委員会設置要綱（案） 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ 日 

伊勢市都市計画審議会 

 

（設置） 

第１条 伊勢市都市計画審議会運営規程（平成 19 年 2 月 1 日。以下、｢運営規程｣という。）第５

条第１項の規定に基づき、伊勢市景観委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、運営規程第５条第１項の規定に基づき、伊勢市都市計画審議会（以下「審議

会」という。）の予備機関、調査機関として、景観法（平成 16 年法律第 110 号。以下「法」と

いう。）第 16 条第１項に規定する届出、第３項に規定する勧告及び第 17条に規定する変更命令

に関する事項（伊勢市景観条例（平成 21 年伊勢市条例第 14号。）第９条第２項の規定により重

点地区として指定した内宮おはらい町地区及び二見町茶屋地区に関する事項を除く。）並びに法

第 19 条に規定する景観重要建造物及び法第 28 条に規定する景観重要樹木に関する事項を調査

審議するものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員又は伊勢市都市計画審議会条例（平成 17 年 11 月１日伊勢市条例第 157

号）第４条第１項に規定する臨時委員（以下、「委員会委員」という。）６人以内をもって組織

する。 

（委員長および副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各 1 人を置き、委員会委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が召集する。 

２ 委員会は、委員会委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に委員長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成 21年 10 月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成 26年７月７日から施行する。 

 ３ この要綱は、令和４年６月３日から施行する。 
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議案第２号



（参考） 

伊勢市景観委員会設置要綱（案） 

改正後 改正前 

第1条～第2条  略 第1条～第2条  略 

(組織) (組織) 

第3条 委員会は、委員又は伊勢市都市計画審

議会条例（平成17年11月１日伊勢市条例第

157号）第４条第１項に規定する臨時委員

（以下、「委員会委員」という。）６人以

内をもって組織する。 

第3条 委員会は、委員又は伊勢市都市計画審

議会条例（平成17年11月１日伊勢市条例第

157号）第４条第１項に規定する臨時委員

（以下、「委員会委員」という。）５人以

内をもって組織する。 

第4条～第7条  略 第4条～第7条  略 
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伊勢市都市計画審議会運営規程（案） 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ 日 

伊勢市都市計画審議会 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、伊勢市都市計画審議会条例（平成１７年条例第 157 号。以下｢条例｣という。）

第 10 条の規定に基づき、伊勢市都市計画審議会（以下｢審議会｣という。）の運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （会長及び副会長の選任） 

第２条 条例第５条第１項に定める委員の選挙の方法は無記名投票とし、有効投票の最多数をも

って選任する。 

２ 前項の投票の結果、得票数が同じであるときは、同一得票数の者につき、決選投票により選

任するものとする。 

３ 審議会は、委員に異議のないときは、第１項の規定にかかわらず投票に代えて指名推薦の方

法を用いることができる。 

 （会長及び副会長の任期） 

第３条 会長及び副会長の任期は、選任された委員の任期とする。 

２ 会長、副会長がその職を辞し、又は委員を退任したとき、その他会長、副会長が欠けたとき

は、次回の審議会において選任を行うものとする。 

 （委員の代理） 

第４条 条例第３条第２項の規定により選任された関係行政機関又は三重県の職員にやむを得な

い事情があるときは、その職務を代理すると認められる者が当該委員の委任状を提出した場合

に限り、議事に参加し、決議に加わることができる。 

 （委員会） 

第５条 審議会は、条例第４条第１項及び第２項に規定する特別の事項若しくは専門の事項又は

市長が要請する事項を調査審議するにあたって、審議会審議の予備機関、調査機関として、委

員会を設けることができるものとする。 

２ 委員会は、会長が指名する委員、市長が任命する臨時委員、専門委員の中から組織する。 

３ 審議会は、必要なとき委員会に予備審議内容、調査内容を報告させ、調査審議するものとす

る。 

４ 会長は、前項の規定にかかわらず、委員会の所掌事務について市長の諮問があったときは、

その調査審議を委員会に付託することができる。 

５ 前項の規定により委員会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必

要がないと認めた場合には、委員会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

６ 会長は、次の表の左欄に掲げる所掌事務について市長の諮問があったときは、その調査審議

をそれぞれ同表の右欄に掲げる委員会に付託するものとし、委員会の議決をもって審議会の議

決とする。 
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議案第３号



所掌事務 委員会の名称 

景観法（平成 16年法律第 110 号。以下「法」という。）第 16 条第

１項に規定する届出、第３項に規定する勧告及び第 17条に規定す

る変更命令に関する事項（伊勢市景観条例（平成 21 年伊勢市条例

第 14 号。以下「景観条例」という。）第９条第２項の規定により

重点地区として指定した内宮おはらい町地区及び二見町茶屋地区

に関する事項を除く。）並びに法第 19 条に規定する景観重要建造

物及び法第 28条に規定する景観重要樹木に関する事項 

伊勢市景観委員会 

伊勢都市計画景観地区として決定した内宮おはらい町地区、伊勢

都市計画高度地区として決定した高度地区（内宮前）及び景観条

例第９条第２項の規定により重点地区として指定した内宮おはら

い町地区に関する事項 

伊勢市内宮おはらい町

地区景観委員会 

景観条例第９条第２項の規定により重点地区として定められた二

見町茶屋地区に関する事項 

伊勢市二見町茶屋地区

景観委員会 

伊勢市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例

（平成 23 年伊勢市条例第 30 号）第８条第２項（第９条により準

用する場合を含む）、伊勢市特別用途地区における建築物の制限に

関する条例（平成 23 年伊勢市条例第 31 号）第６条第２項及び伊

勢市特定用途制限地域における畜舎等の制限に関する条例(令和

４年伊勢市条例第 11 号)第７条第２項にそれぞれ規定する特例許

可に関する事項 

伊勢市土地利用委員会 

 （議事の説明者） 

第６条 会長は、議事に関係ある行政機関の職員を会議に出席させ、議案について説明させるこ

とができるものとする。 

 （会議の原則公開） 

第７条 審議会の会議は、原則として公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当し、出席委

員の過半数が認める場合は公開しないことができる。 

(1) 伊勢市情報公開条例第９条各号の規定に該当する情報に関し審議する場合 

(2) 会議を公開することにより、会議の公正かつ円滑な運営に支障が生じると認められる場合 

２ 傍聴の要領については別に定める。 

 （議事録） 

第８条 審議会の会議については、議事録を作成し、議長が指名した委員２名がこれに署名捺印

するものとする。 

２ 議事録に記載する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 開会、閉会の日時及び場所 

(2) 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名 

(3) 議事日程 

(4) 議事の概要 

(5) その他審議会の経過に関する事項 

３ 審議会の議事録は、伊勢市情報公開条例第９条各号の規定に該当する情報を除き、これを公

開する。 

 （改定） 
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第９条 この規程の改定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

 （雑則） 

第 10 条 この規程に定めがない事項は、会長が審議会にはかって定めるものとする。 

 

   附 則 

１ この規程は、平成 18年８月 31 日から施行する。 

２ この規程は、平成 19年２月１日から施行する。 

３ この規程は、平成 21年６月 12 日から施行する。 

４ この規定は、平成 24年４月 12 日から施行する。 

５ この規定は、令和４年６月３日から施行する。 
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（参考） 

伊勢市都市計画審議会運営規程（案） 

改正後 改正前 

第1条～第４条  略 第1条～第４条  略 

(委員会) (委員会) 

第5条 略 第5条 略 

２～５ 略 ２～５ 略 

６ 会長は、次の表の左欄に掲げる所掌事

務について市長の諮問があったときは、

その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲

げる委員会に付託するものとし、委員会

の議決をもって審議会の議決とする。 

６ 会長は、次の表の左欄に掲げる所掌事

務について市長の諮問があったときは、

その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲

げる委員会に付託するものとし、委員会

の議決をもって審議会の議決とする。 

所掌事務 委員会の名

称 
略 伊勢市景観

委員会 
略 伊勢市内宮

おはらい町

地区景観委

員会 
略 伊勢市二見

町茶屋地区

景観委員会 
伊勢市特定用途制限地

域における建築物等の

制限に関する条例（平

成23年伊勢市条例第30
号）第８条第２項（第

９条により準用する場

合を含む）、伊勢市特

別用途地区における建

築物の制限に関する条

例（平成23年伊勢市条

例第31号）第６条第２

項及び伊勢市特定用途

制限地域における畜舎

等の制限に関する条例

(令和４年伊勢市条例第

11号)第７条第２項にそ

れぞれ規定する特例許

可に関する事項 

伊勢市土地

利用委員会 

 

所掌事務 委員会の名

称 
略 伊勢市景観

委員会 
略 伊勢市内宮

おはらい町

地区景観委

員会 
略 伊勢市二見

町茶屋地区

景観委員会 
伊勢市特定用途制限地

域における建築物等の

制限に関する条例（平

成23年伊勢市条例第30
号）第８条第２項（第

９条により準用する場

合を含む）および伊勢

市特別用途地区におけ

る建築物の制限に関す

る条例（平成23年伊勢

市条例第31号）第６条

第２項にそれぞれ規定

する特例許可に関する

事項 

伊勢市土地

利用委員会 

 

第6条～第10条  略 第6条～第10条  略 
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伊勢市土地利用委員会設置要綱（案） 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 ３ 日 

伊勢市都市計画審議会 

 

（設置） 

第１条 伊勢市都市計画審議会運営規程（平成 24年 4月 12 日。以下、｢運営規程｣という。）第５

条第１項の規定に基づき、伊勢市土地利用委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、運営規程第５条第１項の規定に基づき、伊勢市都市計画審議会（以下「審議

会」という。）の予備期間、調査機関として、伊勢市特定用途制限地域における建築物等の制限

に関する条例（平成 23 年伊勢市条例第 30 号）第８条第２項（第９条により準用する場合を含

む）、伊勢市特別用途地区における建築物の制限に関する条例（平成 23 年伊勢市条例第 31号）

第６条第２項及び伊勢市特定用途制限地域における畜舎等の制限に関する条例(令和４年伊勢

市条例第 11 号)第７条第２項にそれぞれ規定する特例許可に関する事項を調査審議するものと

する。 

（組織） 

第３条 委員会は、条例第２条第１項に規定する委員又は条例第４条第１項に規定する臨時委員

（以下、「委員会委員」という。）５人以内をもって組織する。 

（委員長および副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各 1 人を置き、委員会委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が召集する。 

２ 委員会は、委員会委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に委員長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成 24年４月 12 日から施行する。 

２ この要綱は、平成 26年７月７日から施行する。 

 ３ この要綱は、令和４年６月３日から施行する。 
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（参考） 

伊勢市土地利用委員会設置要綱（案） 

改正後 改正前 

第1条  略 第1条  略 

(所掌事務) (所掌事務) 

第2条 委員会は、運営規程第５条第１項の規

定に基づき、伊勢市都市計画審議会（以下

「審議会」という。）の予備期間、調査機

関として、伊勢市特定用途制限地域におけ

る建築物等の制限に関する条例（平成23年
伊勢市条例第30号）第８条第２項（第９条

により準用する場合を含む）、伊勢市特別

用途地区における建築物の制限に関する条

例（平成23年伊勢市条例第31号）第６条第

２項及び伊勢市特定用途制限地域における

畜舎等の制限に関する条例(令和４年伊勢

市条例第11号)第７条第２項にそれぞれ規

定する特例許可に関する事項を調査審議す

るものとする。 

第2条 委員会は、運営規程第５条第１項の規

定に基づき、伊勢市都市計画審議会（以下

「審議会」という。）の予備期間、調査機

関として、伊勢市特定用途制限地域におけ

る建築物等の制限に関する条例（平成23年
伊勢市条例第30号）第８条第２項（第９条

により準用する場合を含む）および伊勢市

特別用途地区における建築物の制限に関す

る条例（平成23年伊勢市条例第31号）第６

条第２項にそれぞれ規定する特例許可に関

する事項を調査審議するものとする。 

第3条～第7条  略 第3条～第7条  略 
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